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令和８年６月８日 

 

茂原市監査委員 風戸 博恭  様 

茂原市監査委員 岡澤 与志隆 様 

 茂原市長 市原 淳 

 

 

監査結果に対する措置通知書 

 

地方自治法第１９９条第１４項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じたので、通

知いたします。 

 

（対市長 令和７年１２月１６日付け茂監第６５号） 

総合企画部 総務課 

監  査  結  果 

・組織機構の改編にあたっては、意図した目的や効果が得られているかを検証し、

問題点や改善点等の洗い出しを行うとともに、時代のニーズに合った組織となる

よう関係各課と協議を進められたい。 

措  置  内  容 

・組織機構については、令和 7年 4月までに改編した所属に対して、その目的等を示し

た上で令和 7年度上半期終了時における効果検証を行った。また、全ての所属に対し

て令和 7年度終了時の状況を踏まえた問題点、新たな行政課題等の調査を行った。今

後も継続して各所属からヒアリングを行い適切に対応する。 

 


